
令和２年５月１９日 

 

医療機関の長 殿 

 

茨城県医師会会長 諸岡 信裕 

 

「新型コロナウイルス関連感染症：第３８報」 

 

 

新型コロナウイルス対策郡市等医師会長会議について 

 

去る５月１２日(火)、標記会議をＴＶ会議にて開催しました。木庭茨城県保健福祉部長より、「新

型コロナウイルス感染症の現状と今後の課題について」では、５月１０日現在、１６８名の発症患者

で、死亡９名、療養中５２名であり、医療従事者への応援金や、茨城県のＳｔａｇｅの概要には都内

の感染状況の指標に含まれるなど、茨城版コロナＮｅｘｔについて説明がありました。 

次に鹿島医師会松倉会長より５月１１日に運用が開始された「鹿行地域ＰＣＲ検査センターにつ

いて」の概要説明があり、行政検査として行い、スタッフ派遣等が報告されました。 

「地域外来・検査センター運営のスキームについて」では、郡市医師会が県より委託を受け、保

険診療での設置となり診療所開設の手続き、運営費用は全て公費負担、資材調達は医師会が準

備し、防護服マスク等は県が優先配備するなど説明がありました。 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策支援寄付金について 

 

既にお願いしているところですが、茨城県医師会では寄付金を募り迅速に医療従事者への

支援を行っていきたいと考え、「新型コロナウイルス感染症対策支援寄付金」を創設いたしまし

た。５月１９日現在、３７８万円と多くのご支援をいただき厚く御礼申し上げます。 

なお、寄付金は現在も受付を行っておりますので、ご検討のうえ、ご支援いただければ幸い

です。 

 

１．寄付の振込先 手数料は各自ご負担願います。 

  銀行名：三菱ＵＦＪ銀行（銀行コード０００５） 水戸支店（店番３１０） 

  口座番号：普通預金 ００５８３４１ 

  口座名：一般社団法人茨城県医師会 ｼｬ)ｲﾊﾞﾗｷｹﾝｲｼｶｲ 

 

  税務上の取扱い 

・個人が寄付した場合、税務上の控除対象にはなりません。 

・法人が寄付した場合、一般の寄付金として損金算入限度額の範囲内で損金に 

算入する取扱いになります。 

  

２．受付期間  令和２年５月２９日(金)まで 

 

３．寄付額    1 万円以上 


